
事業年度・番号 令和７年度　県住管　第１０号－２

業務名 県営住宅第４区域緊急・空家修繕業務（単価契約）

業務場所 第４区域　地内

業務概要

期間

予定価格

最低制限価格

支払条件

契約の保証

入札等

入札書等の提出期間 令和7年5月19日（月）午前9時55分から令和7年5月19日（月）午前10時00分まで

ア 技術資料提出書（別紙様式１）

イ 連絡体制表（別紙様式２）

ウ 所在地見取図（別紙様式３）

エ 現場対応確認図（別紙様式４）

様式のサイズはＡ４判とし、１部を提出するものとする。

連絡体制表

配置技術者の資格証の写し

所在地見取図

現場対応確認図

当該技術者と、継続して３ヶ月以上の直接的な雇用関係（所属建設業者との間に第三者
の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利
構成）が存在すること）を確認できる書類（「健康保険被保険者証」、「賃金台帳また
は所得税源泉徴収簿」等の写し）を添付すること。

当該修繕工事の連絡体制について、別紙様式２に記載すること。
営業時間外における連絡先については、修繕担当者と直接連絡が取れる携帯電話番号等
を記入すること。
修繕担当者は現場において緊急対応できる者２名以上とすること。

技術資料の内容に関する留意事項

入札公告を参照のこと

技術資料は、技術資料作成要領に添付している様式とし、次の留意事項に基づき記載すること。

発注機関から指示を受けた入札者は、指示を受けた日から起算して、原則として２日以内に技術資料を書面により
提出しなければならないものとする。

技術資料の様式及び提出方法

技術資料作成要領

本社及び取引をしようとする支店等の所在地について、別紙様式３に記載すること。
本社及び取引をしようとする支店等が同じ場合は、本社のみの記載で可とする。
見取図は、コピー等の貼付でも可とする。

その他の留意事項

建設工事に係る条件付き一般競争入札（事後審査・持参方式）実施要領第２２条を参照のこと。

苦情申立書を持参又は郵送する場合の受付窓口並びに受付時間は、次のとおりとする。
　　　　受付窓口　〒６４０－８１５０
　　　　　　　　　和歌山市十三番丁３０番地　酒直ビル１Ｆ
　　　　　　　　　和歌山県住宅供給公社住宅管理課
　　　　受付時間　休日を除く毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）

苦情申し立て

入札に付する業務の概要

60分以内に県営住宅に到着できることの確認について、別紙様式４に記載すること。
所在地見取り図との兼用可
見取図は、コピー等の貼付でも可とする。

技術資料に虚偽の記載をした者は、当該業務の落札者として決定されない。また、和歌山県建設工事等契約に係る
入札参加資格停止等措置要綱（平成16年6月15日施行）を準用し入札参加資格停止を行うことがある。

提出された技術資料は、返却しない。

入札書等、技術資料及び苦情申立書の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は、提出者の負担とする。



（別紙様式１）

令和７年度　県住管　第１０号－２

県営住宅第４区域緊急・空家修繕業務（単価契約）

1 入札参加資格認定通知書の写し

2 連絡体制表

3 配置技術者の資格証の写し

4 所在地見取図

5 現場対応確認図

令和 年 月 日

 和歌山県住宅供給公社理事長　様

　上記業務に係る条件付き一般競争入札の入札参加資格要件等を証明するため、下記の技
術資料を提出します。

　なお、建設工事に係る条件付き一般競争入札（事後審査・持参方式）実施要領第４条第１項
に規定する入札参加資格要件を満たす者であること並びに提出資料の内容については、事実
と相違ないことを誓約します。

記

業務年度及び番号

業　　務 　　名

技 術 資 料 提 出 書

所 在 地

商 号

代 表 者 氏 名 印



（別紙様式２）

年 月 日

※営業時間外の連絡先は営業時間外は必ず連絡が取れる携帯電話等の連絡先を記入すること。

※修繕担当者は２名以上とすること。

連絡体制表

令和

本店又は支店等の
商号または名称

修繕担当
（２名以上）

1 氏名

曜日

上記に係る
代表者の氏名

（責任者）

配置技術者
の氏名

（現場責任者）
.

経理責任者の氏名

曜日 ～

営業時間

曜日 ～ ：： ～

曜日

：

：

：

曜日 ～

曜日 ～

電話 Ｆax

： ～

連絡先
※

2 氏名

3 氏名

2 氏名
連絡先

※

1 氏名
連絡先

※

備考

記入者氏名

※休暇等で修繕担当者と連絡がとれなくなる場合は、事前に連絡がとれる担当者の連絡先を公社担当者まで連絡すること。

営業時間外
修繕担当の

氏名
（２名以上）

優先順

3 氏名

印

印

印



（別紙様式３）

年 月 日

・①、②が同じ場合は①のみで可

・見取図は、コピーし等貼付可

①本　　　　　　　　　　　　社

②取引をしようとする支店等

所在地見取図

令和

商号又は名称



別紙様式４

年 月 日

・所在地見取り図との兼用可
・修繕を行う県営住宅から、半径３０㎞の範囲に本社、支店もしくは担当者の拠点が配置されていること

現場対応確認図

令和

60分以内に県営住宅に到着できることの確認


